
各種審査・入札等計画日数換算表 【別紙Ⅳ－1】

提案コンペ
WTO非該
当

WTO非該
当

意見招請
実施

意見招請
なし

意見招請
実施

意見招請
なし

仕様書案等完成予定日
（契約前審査開始予定日）
契約前審査、出納事前検査等
（案件によって受審不要な場合があります）

7 21 21 21 7 21 21 21 21 21 21

契約前審査完了予定日
（公告前）部局内の競争入札審査会（指名審査会） 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
（公告前）物件関係競争入札審査会（全庁審査会） 7 7 7 7 7
（公告前）技術審査会 7 7 7 7 7
公報登載手続 7 7 7 7 7 7 7 7 7
公告予定日、
見積り徴収依頼予定日
公告期間 42 42 42 35 42 42 42 35 35
見積り徴収期間 7 7
選定事務（ヒアリング、技術審査会運営） 7 7 7 7 7
入札、各種審査会、契約準備 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
契約締結予定日
合計（単位：日（土日休含む）） 91 105 98 91 77 91 84 77 91 49 42
合計（単位：週（土日休含む）） 13 15 14 13 11 13 12 11 13 7 6
合計（単位：月（土日休含む）） 3.0 3.5 3.3 3.0 2.6 3.0 2.8 2.6 3.0 1.6 1.4

※2 ※2

3千万以
上

3千万未満
1億以上

3千万以
上

3千万未満

総合評価 一般競争 随意契約
WTO該当 WTO該当

2千万未満
※3

1億以上 1億未満
1億以上

※１：この「各種審査・入札等計画日数換算表」は、あくまで目安であるとともにあまり余裕のない日程であるため、契約入札事務を保証するものではありません。
部局によって、次のように運営が異なることもありますので、必ず部局の経理事務担当の方や会計支援課と調整の上、確実な日程調整を行ってください。
・部局内に独自の入札審査会開催ルールがある。
・部局によって会計支援課で行われる各審査会との順序が異なったりする。
・各審査会のうち、会計支援課の規則上受審必須のものや、部局の判断によって受審を判断するものがある。

※２：意見招請を行った契約案件について契約前審査を一部簡略化するため、契約前審査期間を7日（1週間）としています。意見招請は必須ではないとともに、行
うことを制限されることもありません。このスケジュール整理表では、例示として１億円を超える契約案件について、意見招請を行った場合を記載してあります。

※３：「物件関係における総合評価一般競争入札試行要領」にて、2,000万円以上は、総合評価一般競争入札で試行するものとされています。


